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交野市防災会議条例（昭和４０年条例第１２号）新旧対照表 

新 旧 

（会長及び委員） （会長及び委員） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 委員は、３０人以内とし、次に掲げる者をもつて充てる。 ５ 委員は                、次に掲げる者をもつて充てる。 

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者   

   

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 １

人 

（２） 大阪府知事の部内の職員のうちから市長が任命する者   

       

（２） 大阪府知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 ４

人以内 

（３） 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者      （３） 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者 １人 

（４） 市長がその部内の職員のうちから指命する者            （４） 市長がその部内の職員のうちから指命する者 １０人以内 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

（７） 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長

が任命する者          

（７） 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長

が任命する者 ８人以内 

（８） 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちか

ら市長が任命する者          

（８） 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちか

ら市長が任命する者 ４人以内 

（９） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて任命する者  

６・７ （略） ６・７ （略） 
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